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告
示
第
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号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２
２
年
政
令
第
１
６

号
）
第
１
５
８
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
井

県
民
会
館
の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
昭

和
４
０
年
福
井
県
条
例
第
４
０
号
）
第
１
３
条
第
１

項
の
使
用
料
の
徴
収
の
事
務
を
委
託
し
た
の
で
、
同

令
第
１
５
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
告
示
す
る
。

平
成
１
８
年
４
月
２
８
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
受
託
者
の
名
称
お
よ
び
代
表
者
の
氏
名
な
ら
び

に
住
所

財
団
法
人
福
井
県
民
会
館

理
事
長
杉
本
達
治

福
井
市
大
手
３
丁
目
１
１
番
１
７
号

２
委
託
事
務
の
内
容

福
井
県
民
会
館
の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る

条
例
（
昭
和
４
０
年
福
井
県
条
例
第
４
０
号
）
別

表
に
掲
げ
る
施
設
お
よ
び
設
備
等
の
使
用
料
の
徴

収
の
事
務

３
委
託
期
間

平
成
１
８
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
１
９
年
３
月

３
１
日
ま
で

４
徴
収
の
方
法

納
入
通
知
書
ま
た
は
口
座
振
込
の
方
法
に
よ
る

。―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
告
示
第
４
７
８
号

２
等
陸
士
と
し
て
採
用
さ
れ
る
陸
上
自
衛
官
、
２

等
海
士
と
し
て
採
用
さ
れ
る
海
上
自
衛
官
お
よ
び
２

等
空
士
と
し
て
採
用
さ
れ
る
航
空
自
衛
官
の
平
成
１

８
年
度
に
お
け
る
募
集
が
行
わ
れ
る
の
で
、
募
集
期

間
そ
の
他
採
用
試
験
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
自

衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
２
９
年
政
令
第
１
７
９
号
）

第
１
１
４
条
お
よ
び
第
１
１
７
条
第
１
項
（
同
令
第

１
１
８
条
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ

と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
告
示
す
る
。

平
成
１
８
年
４
月
２
８
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
募
集
期
間
そ
の
他
採
用
試
験
に
関
す
る
事
項

１
男
子

ア
募
集
期
間

通
年

イ
採
用
試
験
の
試
験
期
日

志
願
者
に
別
途
通
知
す
る
。

ウ
採
用
試
験
の
試
験
場
の
位
置
お
よ
び
名
称

２
女
子

ア
募
集
期
間

平
成
１
８
年
８
月
１
日
（
火
）
か
ら
同
年

９
月
８
日
（
金
）
ま
で

イ
採
用
試
験
の
試
験
期
日

平
成
１
８
年
９
月
２
４
日
（
日
）

ウ
採
用
試
験
の
試
験
場
の
位
置
お
よ
び
名
称

２
問
い
合
わ
せ
先

福
井
市
文
京
１
丁
目
１
７
番
２
４
号

自
衛
隊
福
井
地
方
連
絡
部

電
話
（
０
７
７
６
）
２
３
－
１
９
１
０

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
告
示
第
４
７
９
号

福
井
県
産
業
廃
棄
物
等
適
正
処
理
指
導
要
綱
の
一

部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
１
８
年
４
月
２
８
日

第 １７３３ 号

平 成 １ ８ 年

４月２８日（金）

火・金曜日 発行
１月１，７５０円郵送料共

名
称

自
衛
隊
福
井
地
方

連
絡
部

位
置

福
井
市
文
京
１
丁
目

１
７
番
２
４
号

名
称

自
衛
隊
福
井
地
方

連
絡
部

位
置

福
井
市
文
京
１
丁
目

１
７
番
２
４
号

福 井 県 報 第１７３３号平成１８年４月２８日（金）1



福
井
県
知
事
西
川
一
誠

福
井
県
産
業
廃
棄
物
等
適
正
処
理
指
導
要
綱

の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

福
井
県
産
業
廃
棄
物
等
適
正
処
理
指
導
要
綱
（
平

成
８
年
福
井
県
告
示
第
５
０
４
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
５
条
第
４
項
中
「
努
め
る
と
と
も
に
、
産
業
廃

棄
物
の
処
理
に
関
し
当
該
地
域
の
住
民
の
信
頼
確
保

に
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５
処
理
業
者
は
、
産
業
廃
棄
物
の
処
理
施
設
に
つ

い
て
、
積
極
的
に
情
報
を
開
示
す
る
こ
と
に
よ
り

、
当
該
地
域
の
住
民
の
理
解
の
促
進
と
信
頼
の
確

保
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
８
条
第
７
号
中
「
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に

関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
４
６
年
政
令
第
３
０
０

号
。
以
下
「
政
令
」
と
い
う
。
）
」
を
「
政
令
」
に

改
め
る
。附
則

こ
の
告
示
は
、
平
成
１
８
年
５
月
１
日
か
ら
施
行

す
る
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
告
示
第
４
８
０
号

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
（
昭
和
５
５
年
法
律

第
６
５
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
８
条
第
１

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
花
咲
ふ
く
い
農
業
協
同
組
合

の
農
地
保
有
合
理
化
事
業
規
程
の
変
更
を
承
認
し
た

の
で
、
法
第
７
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
公
告
す
る
。

平
成
１
８
年
４
月
２
８
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
承
認
年
月
日
平
成
１
８
年
４
月
２
０
日

２
農
地
保
有
合
理
化
事
業
を
行
う
者
の
名
称
お
よ

び
住
所

名
称
花
咲
ふ
く
い
農
業
協
同
組
合

住
所
坂
井
市
坂
井
町
上
新
庄
４
２
－
１
９

３
農
地
保
有
合
理
化
事
業
の
実
施
区
域

あ
わ
ら
市
、
坂
井
市
の
う
ち
旧
三
国
町
お
よ
び

旧
丸
岡
町
に
お
け
る
農
業
振
興
地
域
の
区
域

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
告
示
第
４
８
１
号

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
（
昭
和
５
５
年
法
律

第
６
５
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
８
条
第
１

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
若
狭
農
業
協
同
組
合
の
農
地

保
有
合
理
化
事
業
規
程
の
変
更
を
承
認
し
た
の
で
、

法
第
７
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公

告
す
る
。

平
成
１
８
年
４
月
２
８
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
承
認
年
月
日
平
成
１
８
年
４
月
２
０
日

２
農
地
保
有
合
理
化
事
業
を
行
う
者
の
名
称
お
よ

び
住
所

名
称
若
狭
農
業
協
同
組
合

住
所
小
浜
市
遠
敷
８
－
８
－
１

３
農
地
保
有
合
理
化
事
業
の
実
施
区
域

小
浜
市
、
若
狭
町
の
う
ち
旧
上
中
町
、
お
お
い

町
の
う
ち
旧
名
田
庄
村
に
お
け
る
農
業
振
興
地
域

の
区
域

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
告
示
第
４
８
２
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）

第
３
０
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
１
８
年

４
月
１
８
日
付
け
で
麻
生
津
西
部
土
地
改
良
区
の
定

款
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

平
成
１
８
年
４
月
２
８
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
告
示
第
４
８
３
号

建
設
工
事
の
請
負
契
約
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参

加
者
の
資
格
等
（
平
成
１
０
年
福
井
県
告
示
第
７
４

９
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
１
８

年
７
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
１
８
年
４
月
２
８
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

２
�
中
「
資
格
審
査
の
申
請
を
す
る
年
度
（
県
の

会
計
年
度
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
１
０
月
１
日

」
を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
審
査
の
基
準
と
す
る
日

」
に
改
め
る
。

３
�
中
「
該
当
し
な
い
も
の
」
を
「
該
当
し
な
い

建
設
業
者
ま
た
は
建
設
業
者
で
構
成
さ
れ
る
共
同
企

業
体
」
に
改
め
、
３
�
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

�
審
査
基
準
日
の
直
前
２
年
の
営
業
年
度
に
お

け
る
当
該
申
請
に
係
る
測
量
業
務
等
の
業
種
に

つ
い
て
の
年
間
平
均
契
約
金
額
が
１
０
０
万
円

以
下
の
測
量
業
者
等

３
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

�
道
路
清
掃
車
を
所
有
し
て
い
な
い
道
路
清
掃

業
者

４
�
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

�
資
格
審
査
の
申
請
は
、
ア
お
よ
び
イ
の
区
分

ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
ア
お
よ
び
イ
に
定
め

る
期
間
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

当
該
期
間
に
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
特
別

の
事
情
が
あ
る
と
知
事
が
認
め
た
と
き
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

ア
建
設
工
事
平
成
１
８
年
度
（
県
の
会
計

年
度
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
お
よ
び
同
年

度
か
ら
隔
年
度
ご
と
の
年
度
の
１
１
月
１
日

か
ら
１
２
月
２
８
日
ま
で
の
期
間

イ
測
量
業
務
等
お
よ
び
道
路
清
掃
業
務
平

成
１
９
年
度
お
よ
び
同
年
度
か
ら
隔
年
度
ご

と
の
年
度
の
１
１
月
１
日
か
ら
１
２
月
２
８

日
ま
で
の
期
間

４
�
中
「
�
に
か
か
わ
ら
ず
」
を
「
�
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
」
に
、
「
基
準
年
度
以
外
の
年
度
の
１

１
月
１
日
か
ら
１
２
月
２
８
日
ま
で
に
、
」
を
「
知

事
が
別
に
定
め
る
期
間
に
」
に
改
め
る
。

６
�
中
「
建
設
業
者
」
の
次
に
「
ま
た
は
共
同
企

業
体
（
構
成
員
の
い
ず
れ
も
が
県
内
に
主
た
る
営
業

所
を
有
す
る
共
同
企
業
体
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、

�
ア
中
� イ
を
削
り
、
� ウ
を
� イ
と
し
、
ア
� エ
中
「
事
故

」
を
「
安
全
管
理
措
置
の
不
適
切
」
に
改
め
、
� エ
を

ア
� ウ
と
し
、
ア
� オ
を
ア
� エ
と
す
る
。

６
中
�
か
ら
�
ま
で
を
削
り
、
�
を
�
と
し
、
	

を
�
と
す
る
。

７
�
中
「
次
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場

合
に
は
」
を
「
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
と
き
は

」
に
、
「
３
０
日
以
内
」
を
「
当
該
該
当
し
た
日
か

ら
３
０
日
以
内
」
に
改
め
、
�
ア
お
よ
び
イ
中
「
事

項
」
を
「
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
。
」
に
改
め

、
�
ウ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ウ
２
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
。

７
�
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

エ
３
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
。

８
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

８
資
格
の
有
効
期
間

資
格
の
有
効
期
間
は
、
資
格
者
名
簿
に
登
載
し

た
日
か
ら
次
回
の
申
請
（
４
�
の
申
請
に
限
る
。

）
に
基
づ
い
て
作
成
す
る
資
格
者
名
簿
に
登
載
し

た
日
の
前
日
ま
で
と
す
る
。

９
�
お
よ
び
�
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

�
２
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
。

�
３
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
。

１３
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

	
平
成
１
８
年
福
井
県
告
示
第
４
８
３
号
に
よ

る
改
正
後
の
３
お
よ
び
６
の
規
定
な
ら
び
に
改

正
後
の
別
表
第
１
の
規
定
は
、
平
成
１
８
年
度

お
よ
び
平
成
１
９
年
度
の
資
格
審
査
の
申
請
（

４
�
の
申
請
に
限
る
。
）
か
ら
適
用
す
る
。

別
表
第
１
の
１
の
項
第
１
号
エ
中
「
市
町
村
長
」

を
「
市
町
長
」
に
、
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改
め
、
同
表
１
の
項
第
４
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

。

別
表
第
１
（
注
）
１
中
「
（
基
準
年
度
に
あ
っ
て

は
基
準
年
度
の
１
０
月
１
日
、
基
準
年
度
以
外
の
年

度
に
あ
っ
て
は
当
該
年
度
の
１
０
月
１
日
）
」
を
削

り
、
同
表
（
注
）
３
を
削
る
。

様
式
第
４
号
、
様
式
第
７
号
、
様
式
第
９
号
、
様

式
第
１
１
号
お
よ
び
様
式
第
１
２
号
中
「
資
格
審
査

の
申
請
を
す
る
年
度
の
１
０
月
１
日
」
を
「
審
査
基

準
日
」
に
改
め
る
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
告
示
第
４
８
４
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
２
０
１
号
）

第
４
２
条
第
１
項
第
５
号
に
規
定
す
る
道
路
の
位
置

を
指
定
し
た
の
で
、
建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和

２
５
年
建
設
省
令
第
４
０
号
）
第
１
０
条
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
１
８
年
４
月
２
８
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
申
請
者
の
住
所
な
ら
び
に
名
称
お
よ
び
代
表
者

の
氏
名

�
江
市
丸
山
町
３
丁
目
６
番
７
号

住
ま
い
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役
丹
羽
正
安

２
道
路
位
置
の
指
定
表
示

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第

７
号
）
第
１
０
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定

非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た

の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
し
、
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
１
８
年
４
月
２
８
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

ア
経
営
規
模
等
総
括
表
（
様
式
第
８
号
）

イ
構
成
員
に
係
る
経
営
規
模
等
評
価
結
果
通
知
書
お
よ
び
総
合
評
定
値
通
知
書
の
写
し

ウ
構
成
員
に
係
る
建
設
業
許
可
証
明
書
（
構
成
員
が
県
内
に
主
た
る
営
業
所
を
有
し
な
い
場
合
に
限
る
。
）

エ
共
同
企
業
体
協
定
書

オ
営
業
用
機
械
器
具
調
べ
（
様
式
第
３
号
）
（
構
成
員
の
い
ず
れ
も
が
県
内
に
主
た
る
営
業
所
を
有
す
る
場
合
に

限
る
。
）

カ
と
び
・
土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事
完
成
工
事
高
内
訳
調
べ
（
様
式
第
４
号
）

キ
構
成
員
が
法
人
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
構
成
員
に
係
る
登
記
事
項
証
明
書
、
構
成
員
が
個
人
の
場
合
に
あ
っ

て
は
そ
の
構
成
員
に
係
る
市
町
村
長
の
発
行
す
る
身
元
証
明
書

ク
構
成
員
に
係
る
県
税
（
県
内
に
営
業
所
を
有
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
法
人
税
ま
た
は
申
告
所
得
税
、
消
費
税

お
よ
び
地
方
消
費
税
の
納
税
証
明
書

ケ
構
成
員
が
建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
等
を
証
す
る
書
類

コ
構
成
員
に
係
る
電
気
工
事
業
を
開
始
し
た
旨
の
届
出
受
理
書
の
写
し

サ
構
成
員
に
係
る
Ｉ
Ｓ
Ｏ
９００１

・
９００２

お
よ
び
Ｉ
Ｓ
Ｏ
１４００１

の
登
録
証
の
写
し
（
構
成
員
の
い
ず
れ
も
が
県
内

に
主
た
る
営
業
所
を
有
す
る
場
合
に
限
る
。
）

シ
構
成
員
が
障
害
者
雇
用
報
奨
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
（
構
成
員
の
い
ず
れ
も
が
県
内
に

主
た
る
営
業
所
を
有
す
る
場
合
に
限
る
。
）

ス
構
成
員
が
推
進
法
第
１
２
条
の
規
定
に
基
づ
く
一
般
事
業
主
行
動
計
画
を
策
定
し
、
そ
の
旨
を
厚
生
労
働
大
臣

に
届
け
出
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
お
よ
び
推
進
法
第
１
３
条
の
規
定
に
基
づ
く
認
定
を
受
け
て
い
る
こ
と
を

証
す
る
書
類
（
構
成
員
の
い
ず
れ
も
が
県
内
に
主
た
る
営
業
所
を
有
す
る
場
合
に
限
る
。
）

�
共
同
企
業
体

延
長

（単位：メートル）

４９
．５５

幅
員

（単位：メートル）

６
．００

道
路
の
指
定
を
受
け
た
位
置

�
江
市
平
井
町
２
１
字
９
番

３
の
一
部

「コ
障
害
者
雇
用
報
奨
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
（
報
奨
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る
場
合
に

限
る
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）

を」

「コ
障
害
者
雇
用
報
奨
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
（
報
奨
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る
場
合
に

限
る
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）

サ
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
（
平
成
１
５
年
法
律
第
１
２
０
号
。
以
下
「
推
進
法
」
と
い
う
。
）
第
１
２

条
の
規
定
に
基
づ
く
一
般
事
業
主
行
動
計
画
を
策
定
し
、
そ
の
旨
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
て
い
る
こ
と
を

証
す
る
書
類
（
届
け
出
て
い
る
場
合
に
限
る
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
お
よ
び
推
進
法
第
１
３
条
の

規
定
に
基
づ
く
認
定
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
（
認
定
を
受
け
て
い
る
場
合
に
限
る
。
以
下
こ
の
表

に
お
い
て
同
じ
。
）

に」
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平
成
１
８
年
４
月
１
３
日

２
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
等

�
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
こ
に
こ
ハ
ウ
ス

�
代
表
者
の
氏
名

大
谷
弘
美

�
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
井
県
坂
井
市
春
江
町
中
筋
北
浦
１
３
１
番

地

�
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
福
井
県
内
の
知
的
障
害
者
に

対
し
て
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
（

児
童
保
育
）
に
関
す
る
事
業
な
ど
を
行
い
、
社

会
福
祉
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

３
縦
覧
に
供
す
る
期
間
お
よ
び
場
所

�
縦
覧
に
供
す
る
期
間

平
成
１
８
年
４
月
１
３
日
か
ら
平
成
１
８
年

６
月
１
２
日
ま
で

�
縦
覧
に
供
す
る
場
所

福
井
県
総
務
部
男
女
参
画
・
県
民
活
動
課
ふ

く
い
県
民
活
動
セ
ン
タ
ー
内

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達

契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
等
に
つ
い
て

、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例

に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号

）
第
１
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
示
す
る
。

平
成
１
８
年
４
月
２
８
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
お
よ
び
数
量

福
井
県
立
病
院
清
掃
業
務
委
託
（
そ
の
１
）

一
式

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称

お
よ
び
所
在
地

福
井
県
立
病
院
経
営
管
理
課

福
井
県
福
井
市
四
ツ
井
２
丁
目
８
番
１
号

３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
１
８
年
３
月
２
７
日

４
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
住
所

福
井
ビ
ル
管
理
株
式
会
社

福
井
県
福
井
市
三
ツ
屋
１
丁
目
６
１
７
番
地

５
落
札
金
額

４
０
，
６
０
３
，
５
０
０
円

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

７
一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
１
８
年
２
月
１
４
日

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達

契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
等
に
つ
い
て

、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例

に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号

）
第
１
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
示
す
る
。

平
成
１
８
年
４
月
２
８
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
お
よ
び
数
量

福
井
県
立
病
院
清
掃
業
務
委
託
（
そ
の
２
）

一
式

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称

お
よ
び
所
在
地

福
井
県
立
病
院
経
営
管
理
課

福
井
県
福
井
市
四
ツ
井
２
丁
目
８
番
１
号

３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
１
８
年
３
月
２
７
日

４
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
住
所

福
井
ビ
ル
管
理
株
式
会
社

福
井
県
福
井
市
三
ツ
屋
１
丁
目
６
１
７
番
地

５
落
札
金
額

４
５
，
２
３
４
，
０
０
０
円

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

７
一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
１
８
年
２
月
１
４
日

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達

契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
等
に
つ
い
て

、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例

に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号

）
第
１
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
示
す
る
。

平
成
１
８
年
４
月
２
８
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
落
札
に
係
る
調
達
物
品
の
名
称
お
よ
び
調
達
予

定
数
量

重
油
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
規
格
１
種
１
号
）

１
，
４
０
０
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称

お
よ
び
所
在
地

福
井
県
立
病
院
経
営
管
理
課

福
井
県
福
井
市
四
ツ
井
２
丁
目
８
－
１

３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
１
８
年
３
月
２
７
日

４
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
住
所

栄
月
株
式
会
社

福
井
県
福
井
市
大
手
２
丁
目
７
番
１
３
号

５
落
札
金
額

１
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
６
４
円
０
０
銭

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

７
一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
１
８
年
２
月
１
０
日

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

井
場
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２

４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
６
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
者
が
平
成
１
８
年
３
月
３
１
日
に

役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
１
７
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
１
８
年
４
月
２
８
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

役
員
名
氏

名
住

所

理
事
秋
元
豊
坂
井
市
三
国
町
石
丸
２８‐２

甲

〃
熊
狼
進
一

〃
石
丸
２２‐１４‐

甲

〃
井
上
嘉
範

〃
油
屋
１‐４

〃
乘
京
正
治

〃
楽
円
１９‐３３

〃
定
池
靖
雄

〃
楽
円
２‐２０

〃
齊
藤
榮
�

〃
川
崎
２０‐１８

〃
笹
原
�
行

〃
川
崎
２３‐１６

〃
大
嶋
吉
晴

〃
池
見
５４‐９

〃
斉
藤
由
紀
男

〃
池
見
２７‐２０

〃
清
水
伸
治
坂
井
市
坂
井
町
高
柳
７６‐７

〃
馬
場
治
一

〃
高
柳
７３‐６０

〃
熊
谷
晃

〃
今
井
３７‐４

監
事
岡
�
庄
司
坂
井
市
三
国
町
石
丸
３２‐１２‐

甲

〃
石
留
茂
男

〃
川
崎
２７‐４４

〃
嵐
山
教
治
坂
井
市
坂
井
町
高
柳
１０７‐１５

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

井
場
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２

４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
６
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
者
が
平
成
１
８
年
４
月
１
日
に
役

員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

１
７
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
１
８
年
４
月
２
８
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

役
員
名
氏

名
住

所

理
事
秋
元
豊
坂
井
市
三
国
町
石
丸
２８‐２‐

甲

〃
岡
�
庄
司

〃
石
丸
３２‐１２‐

甲

〃
野
�
一
男

〃
油
屋
２１‐２

〃
乘
京
正
治

〃
楽
円
１９‐３３

〃
森
岡
佳
一

〃
楽
円
３５‐３４

〃
石
留
茂
男

〃
川
崎
２７‐４４

〃
笹
原
�
行

〃
川
崎
２３‐１６

〃
大
嶋
吉
晴

〃
池
見
５４‐９

〃
藤
田
傳
三

〃
池
見
２６‐４

〃
清
水
伸
治
坂
井
市
坂
井
町
高
柳
７６‐７

〃
由
川
誓
治

〃
高
柳
７７‐３６

〃
八
十
嶋
喜
代
志
〃

今
井
３７‐１０
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監
事
倉
友
秀
利
坂
井
市
三
国
町
石
丸
２２‐１９‐

甲

〃
中
嶋
重
�

〃
川
崎
１９‐９

〃
藤
田
博
和
坂
井
市
坂
井
町
今
井
４６‐１０

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

都
市
計
画
法
（
昭
和
４
３
年
法
律
第
１
０
０
号
）

第
２
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
開
発
行

為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
同
法
第
３
６

条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る

。

平
成
１
８
年
４
月
２
８
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
開
発
区
域
ま
た
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名

称

坂
井
市
丸
岡
町
高
柳
１
３
字
５
番
、
８
番
、
９

番
１
、
９
番
２
、
９
番
３
、
９
番
４
、
９
番
５
、

１
０
番
１
、
１
０
番
２
、
２
２
番
の
一
部
お
よ
び

３
０
番
の
一
部

２
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
お
よ
び
氏
名

坂
井
市
丸
岡
町
東
陽
二
丁
目
９
７
番
地

ゲ
ン
キ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役
藤
永
賢
一

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達

契
約
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で

、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例

に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８
２
号

）
第
１
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
示
す
る
。

平
成
１
８
年
４
月
２
８
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
随
意
契
約
に
係
る
業
務
の
名
称
お
よ
び
数
量

電
子
計
算
機
シ
ス
テ
ム
賃
貸
借
業
務
一
式

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称

お
よ
び
所
在
地

福
井
県
教
育
研
究
所

福
井
県
福
井
市
福
新
町
２
５
０
５

３
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
１
８
年
３
月
３
０
日

４
随
意
契
約
の
相
手
方
の
名
称
お
よ
び
住
所

日
本
電
子
計
算
機
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
３
丁
目
４
番
１
号

５
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

５
２
，
９
２
０
，
０
０
０
円

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

７
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調

達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
７
年
政
令

第
３
７
２
号
）
第
１
０
条
第
１
項
第
２
号
に
該
当

す
る
た
め
。人

事
委
員
会
公
告

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
２
６
１
号

）
第
１
８
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
１
８

年
度
の
福
井
県
の
職
員
採
用
Ⅰ
種
試
験
を
実
施
す
る

の
で
、
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
５
７
年

福
井
県
人
事
委
員
会
規
則
第
６
号
）
第
８
条
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
１
８
年
４
月
２
８
日

福
井
県
人
事
委
員
会

１
試
験
の
区
分
お
よ
び
採
用
予
定
人
員

２
受
験
資
格

試
験
の
区
分
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
資
格
を
有

す
る
者
は
、
受
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し

、
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
（
栄
養
士
を
除
く

。
）
お
よ
び
地
方
公
務
員
法
第
１
６
条
に
規
定
す

る
欠
格
条
項
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
受

験
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

�
行
政
、
警
察
事
務
、
福
祉
・
心
理
、
土
木
（

総
合
）
、
機
械
・
金
属
、
建
築
、
化
学
お
よ
び

農
業昭
和
５
１
年
４
月
２
日
か
ら
昭
和
６
０
年
４

月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者
ま
た
は
昭
和
６
０

年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
者
で
、
学
校
教

育
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
２
６
号
）
第
５
２

条
の
大
学
（
短
期
大
学
を
除
き
、
人
事
委
員
会

が
同
等
と
認
め
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。

）
を
現
に
卒
業
し
た
者
も
し
く
は
平
成
１
９
年

３
月
３
１
日
ま
で
に
卒
業
す
る
見
込
み
の
者

�
栄
養
士

�
に
規
定
す
る
受
験
資
格
を
有
す
る
者
で
、

か
つ
、
管
理
栄
養
士
の
免
許
取
得
者
ま
た
は
平

成
１
９
年
６
月
３
０
日
ま
で
に
免
許
取
得
見
込

み
の
者

�
薬
剤
師

�
に
規
定
す
る
受
験
資
格
を
有
す
る
者
で
、

か
つ
、
薬
剤
師
の
免
許
取
得
者
ま
た
は
平
成
１

９
年
４
月
３
０
日
ま
で
に
免
許
取
得
見
込
み
の

者

３
試
験
の
日
時
、
場
所
お
よ
び
方
法
な
ら
び
に
合

格
者
の
発
表
の
時
期
お
よ
び
方
法

�
第
１
次
試
験

ア
日
時

平
成
１
８
年
６
月
２
５
日
（
日
）
午
前
９

時
３
０
分
か
ら

イ
場
所

� ア
吉
田
郡
永
平
寺
町
松
岡
兼
定
島
４
の
１

の
１
福
井
県
立
大
学

� イ
東
京
都
文
京
区
春
日
一
丁
目
１
３
番
２

７
号
中
央
大
学
理
工
学
部

ウ
方
法

大
学
卒
業
程
度
の
知
識
、
能
力
等
に
つ
い

て
、
教
養
試
験
お
よ
び
専
門
試
験
を
行
う
。

� ア
教
養
試
験

公
務
員
と
し
て
必
要
な
一
般
的
知
識
お

よ
び
知
能
に
つ
い
て
、
試
験
区
分
に
か
か

わ
ら
ず
共
通
の
問
題
に
よ
り
、
択
一
式
の

筆
記
試
験
を
行
う
。

� イ
専
門
試
験

試
験
区
分
に
応
じ
た
専
門
的
知
識
お
よ

び
能
力
に
つ
い
て
、
択
一
式
（
機
械
・
金

属
お
よ
び
栄
養
士
は
記
述
式
）
に
よ
る
筆

記
試
験
を
行
う
。

エ
合
格
者
の
発
表
の
時
期
お
よ
び
方
法

平
成
１
８
年
７
月
６
日
（
木
）
に
福
井
県

庁
舎
１
階
掲
示
板
お
よ
び
福
井
県
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
載
す
る

ほ
か
、
合
格
者
に
は
そ
の
旨
を
書
面
に
よ
り

通
知
す
る
。

�
第
２
次
試
験

ア
日
時

平
成
１
８
年
７
月
下
旬

イ
場
所

福
井
市
内
と
し
、
詳
し
い
日
時
と
と
も
に

第
２
次
試
験
受
験
票
に
記
載
し
て
、
第
１
次

試
験
の
合
格
者
に
通
知
す
る
。

ウ
方
法

第
１
次
試
験
の
合
格
者
に
対
し
て
、
専
門

試
験
、
口
述
試
験
お
よ
び
適
性
検
査
を
行
う

。� ア
専
門
試
験

試
験
区
分
に
応
じ
た
職
務
遂
行
に
必
要

な
学
識
、
応
用
能
力
、
判
断
力
お
よ
び
理

解
力
に
つ
い
て
、
記
述
式
（
論
文
、
短
答

、
計
算
、
製
図
、
設
計
等
）
に
よ
る
筆
記

採
用
予
定
人
員

２
２
人

１
人

１
人

１
１
人

１
人

１
人

１
人

２
人

２
人

３
人

試
験
の
区
分

行
政

警
察
事
務

福
祉
・
心
理

土
木
（
総
合
）

機
械
・
金
属

建
築

化
学

農
業

栄
養
士

薬
剤
師
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試
験
を
行
う
。

� イ
口
述
試
験

受
験
者
の
人
柄
、
性
格
お
よ
び
職
務
遂

行
能
力
等
に
つ
い
て
、
集
団
面
接
、
集
団

討
論
お
よ
び
個
別
面
接
に
よ
る
口
述
試
験

を
行
う
。

� ウ
適
性
検
査

公
務
員
と
し
て
職
務
遂
行
上
必
要
な
素

質
お
よ
び
適
性
に
つ
い
て
検
査
を
行
う
。

�
身
体
検
査
書
の
提
出

第
１
次
試
験
の
合
格
者
に
対
し
、
職
務
遂
行

に
支
障
を
き
た
す
お
そ
れ
の
あ
る
疾
病
の
有
無

に
つ
い
て
、
身
体
検
査
書
の
提
出
を
求
め
る
。

�
受
験
資
格
の
確
認

第
１
次
試
験
の
合
格
者
に
対
し
、
受
験
資
格

の
有
無
に
つ
い
て
証
明
書
等
で
確
認
す
る
。

�
最
終
合
格
者
の
発
表
の
時
期
お
よ
び
方
法

平
成
１
８
年
８
月
中
旬
に
、
福
井
県
庁
舎
１

階
掲
示
板
お
よ
び
福
井
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

最
終
合
格
者
と
し
て
第
２
次
試
験
の
合
格
者
の

受
験
番
号
を
掲
載
す
る
ほ
か
、
第
２
次
試
験
の

受
験
者
全
員
に
合
否
の
結
果
を
書
面
に
よ
り
通

知
す
る
。

４
採
用
候
補
者
名
簿
の
作
成
お
よ
び
採
用
の
決
定

方
法最
終
合
格
者
は
、
試
験
の
区
分
ご
と
に
作
成
さ

れ
る
採
用
候
補
者
名
簿
に
得
点
順
に
記
載
さ
れ
た

の
ち
、
任
命
権
者
の
請
求
に
応
じ
て
得
点
の
高
い

順
に
提
示
さ
れ
、
採
用
が
決
定
さ
れ
る
。

５
受
験
手
続

�
受
験
申
込
用
紙
の
交
付
場
所

受
験
申
込
用
紙
は
、
福
井
県
人
事
委
員
会
事

務
局
（
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号
）
に

お
い
て
交
付
す
る
ほ
か
、
福
井
県
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
に
も
様
式
を
掲
載
す
る
。

�
受
験
の
申
込
先
お
よ
び
申
込
み
の
方
法

受
験
申
込
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
福

井
県
人
事
委
員
会
事
務
局
に
提
出
す
る
こ
と
。

ま
た
は
、
福
井
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
電
子

メ
ー
ル
に
よ
り
申
し
込
む
こ
と
。

�
受
付
期
間
お
よ
び
受
付
時
間

ア
受
付
期
間

平
成
１
８
年
５
月
１
７
日
（
水
）
か
ら
同

年
５
月
３
１
日
（
水
）
ま
で
（
日
曜
日
お
よ

び
土
曜
日
を
除
く
。
）

イ
受
付
時
間

午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
５
時
１
５
分

ま
で
。

な
お
、
郵
送
に
よ
る
申
込
み
は
、
平
成
１

８
年
５
月
３
１
日
（
水
）
ま
で
の
消
印
の
あ

る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。

６
そ
の
他

�
受
験
手
続
そ
の
他
試
験
に
関
す
る
問
い
合
わ

せ
は
、
福
井
県
人
事
委
員
会
事
務
局
に
行
う
こ

と
。

�
受
験
申
込
用
紙
の
請
求
、
受
験
に
関
す
る
問

い
合
わ
せ
等
を
郵
便
に
よ
り
行
う
場
合
に
は
、

１
４
０
円
切
手
を
貼
っ
た
あ
て
先
お
よ
び
郵
便

番
号
を
明
記
し
た
返
信
用
封
筒
（
角
形
２
号
）

を
必
ず
同
封
す
る
こ
と
。

�
試
験
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
別
に
作
成
す
る

試
験
案
内
を
参
照
す
る
こ
と
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
２
６
１
号

）
第
１
８
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
１
８

年
度
の
福
井
県
の
警
察
官
採
用
試
験
を
実
施
す
る
の

で
、
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
５
７
年
福

井
県
人
事
委
員
会
規
則
第
６
号
）
第
８
条
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
１
８
年
４
月
２
８
日

福
井
県
人
事
委
員
会

１
試
験
の
区
分
お
よ
び
採
用
予
定
人
員

�
区
分

警
察
官
（
男
性
Ａ
）

�
採
用
予
定
人
員

２
５
人

２
受
験
資
格

次
に
定
め
る
資
格
の
す
べ
て
を
有
す
る
者
は
、

受
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
日
本
の
国

籍
を
有
し
な
い
者
お
よ
び
地
方
公
務
員
法
第
１
６

条
に
規
定
す
る
欠
格
条
項
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
は
、
受
験
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

�
昭
和
５
１
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
男

性

�
学
校
教
育
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
２
６
号

）
第
５
２
条
の
大
学
（
短
期
大
学
を
除
き
、
人

事
委
員
会
が
同
等
と
認
め
る
も
の
を
含
む
。
以

下
同
じ
。
）
を
現
に
卒
業
し
た
者
ま
た
は
平
成

１
９
年
３
月
３
１
日
ま
で
に
卒
業
す
る
見
込
み

の
者

３
試
験
の
日
時
、
場
所
お
よ
び
方
法
な
ら
び
に
合

格
者
の
発
表
の
時
期
お
よ
び
方
法

�
第
１
次
試
験

ア
日
時

平
成
１
８
年
７
月
８
日
（
土
）
（
時
間
に

つ
い
て
は
、
第
１
次
試
験
の
受
験
者
に
送
付

す
る
受
験
票
に
記
載
す
る
。
）
お
よ
び
平
成

１
８
年
７
月
９
日
（
日
）
午
前
９
時
か
ら

イ
場
所

吉
田
郡
永
平
寺
町
松
岡
兼
定
島
４
の
１
の

１
福
井
県
立
大
学

ウ
方
法

教
養
試
験
、
身
体
的
条
件
に
つ
い
て
の
検

査
お
よ
び
体
力
試
験
を
行
う
。

ま
た
、
柔
道
お
よ
び
剣
道
の
段
位
取
得
者

に
つ
い
て
、
一
定
点
を
体
力
試
験
の
得
点
に

加
点
す
る
。

� ア
教
養
試
験

警
察
官
と
し
て
必
要
な
一
般
的
知
識
お

よ
び
知
能
に
つ
い
て
、
大
学
卒
業
程
度
で

択
一
式
に
よ
る
筆
記
試
験
を
行
う
。

� イ
身
体
的
条
件
に
つ
い
て
の
検
査

警
察
官
と
し
て
職
務
遂
行
上
必
要
な
身

体
的
条
件
に
つ
い
て
検
査
を
行
う
。

な
お
、
身
体
的
条
件
は
、
次
の
基
準
に

よ
る
。

ａ
身
長

お
お
む
ね
１
６
０
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と

。

ｂ
体
重

お
お
む
ね
４
７
キ
ロ
グ
ラ

ム
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ｃ
胸
囲

お
お
む
ね
７
８
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ｄ
視
力

両
眼
と
も
に
裸
眼
視
力
が

０
．
６
以
上
ま
た
は
矯
正
視

力
が
１
．
０
以
上
で
あ
る
こ

と
。

ｅ
色
覚

正
常
で
あ
る
こ
と
。

ｆ
そ
の
他
職
務
遂
行
上
支
障
の
な
い

健
康
体
で
あ
る
こ
と
。

� ウ
体
力
試
験

警
察
官
と
し
て
職
務
遂
行
上
必
要
な
体

力
に
つ
い
て
試
験
を
行
う
。

な
お
、
体
力
試
験
は
、
次
の
基
準
に
よ

る
。

ａ
握
力

３
７
キ
ロ
グ
ラ
ム
以

上
で
あ
る
こ
と
。

ｂ
上
体
起
こ
し
３
０
秒
間
に
つ
き
１

２
回
以
上
行
え
る
こ
と

。

ｃ
反
復
横
と
び
２
０
秒
間
に
つ
き
３

１
回
以
上
行
え
る
こ
と

。

ｄ
２
０
メ
ー
ト
ル
シ
ャ
ト
ル
ラ
ン

１
８
回
以
上
行
え
る

こ
と
。

ｅ
立
ち
幅
と
び
１
６
２
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と

6福 井 県 報 第１７３３号平成１８年４月２８日（金）



。

� ウ
段
位
加
点

柔
道
お
よ
び
剣
道
の
初
段
以
上
の
資
格

取
得
者
に
対
し
、
段
位
に
応
じ
て
一
定
点

を
体
力
試
験
の
得
点
に
加
点
す
る
。

エ
合
格
者
の
発
表
の
時
期
お
よ
び
方
法

平
成
１
８
年
７
月
２
５
日
（
火
）
に
福
井

県
庁
舎
１
階
掲
示
板
お
よ
び
福
井
県
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
掲
載
す

る
ほ
か
、
合
格
者
に
は
そ
の
旨
を
書
面
に
よ

り
通
知
す
る
。

�
第
２
次
試
験

ア
日
時

平
成
１
８
年
８
月
上
旬

イ
場
所

福
井
市
内
と
し
、
詳
し
い
日
時
と
と
も
に

第
２
次
試
験
受
験
票
に
記
載
し
て
、
第
１
次

試
験
の
合
格
者
に
通
知
す
る
。

ウ
方
法

第
１
次
試
験
の
合
格
者
に
対
し
て
、
論
文

試
験
、
口
述
試
験
お
よ
び
適
性
検
査
を
行
う

。� ア
論
文
試
験

文
章
に
よ
る
表
現
力
等
に
つ
い
て
、
記

述
式
に
よ
る
筆
記
試
験
を
行
う
。

� イ
口
述
試
験

受
験
者
の
人
柄
お
よ
び
性
格
等
に
つ
い

て
、
個
別
面
接
に
よ
る
口
述
試
験
を
行
う

。

� ウ
適
性
検
査

警
察
官
と
し
て
職
務
遂
行
上
必
要
な
素

質
お
よ
び
適
性
に
つ
い
て
検
査
を
行
う
。

�
身
体
検
査
書
の
提
出

第
１
次
試
験
の
合
格
者
に
対
し
、
職
務
遂
行

に
支
障
を
き
た
す
お
そ
れ
の
あ
る
疾
病
の
有
無

に
つ
い
て
、
身
体
検
査
書
の
提
出
を
求
め
る
。

�
受
験
資
格
の
確
認

第
１
次
試
験
の
合
格
者
に
対
し
、
受
験
資
格

の
有
無
に
つ
い
て
、
証
明
書
等
で
確
認
す
る
。

�
最
終
合
格
者
の
発
表
の
時
期
お
よ
び
方
法

平
成
１
８
年
８
月
下
旬
に
、
福
井
県
庁
舎
１

階
掲
示
板
お
よ
び
福
井
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

最
終
合
格
者
と
し
て
第
２
次
試
験
の
合
格
者
の

受
験
番
号
を
掲
示
す
る
ほ
か
、
第
２
次
試
験
の

受
験
者
全
員
に
合
否
の
結
果
を
書
面
に
よ
り
通

知
す
る
。

４
採
用
候
補
者
名
簿
の
作
成
お
よ
び
採
用
の
決
定

方
法最
終
合
格
者
は
、
採
用
候
補
者
名
簿
に
得
点
順

に
記
載
さ
れ
た
の
ち
、
任
命
権
者
（
福
井
県
警
察

本
部
長
）
の
請
求
に
応
じ
て
得
点
の
高
い
順
に
提

示
さ
れ
、
採
用
が
決
定
さ
れ
る
。

５
受
験
手
続

�
受
験
申
込
用
紙
の
交
付
場
所

受
験
申
込
用
紙
は
、
福
井
県
人
事
委
員
会
事

務
局
、
福
井
県
警
察
本
部
警
務
課
（
福
井
市
大

手
三
丁
目
１
７
番
１
号
）
お
よ
び
福
井
県
内
の

各
警
察
署
に
お
い
て
交
付
す
る
ほ
か
、
福
井
県

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
様
式
を
掲
載
す
る
。

�
受
験
の
申
込
先
お
よ
び
申
込
み
の
方
法

受
験
申
込
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
福

井
県
警
察
本
部
警
務
課
に
提
出
す
る
こ
と
。
（

郵
送
に
よ
り
申
し
込
む
場
合
に
は
、
福
井
県
人

事
委
員
会
事
務
局
で
も
受
け
付
け
る
。
）
ま
た

は
、
福
井
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
電
子
メ
ー

ル
に
よ
り
申
し
込
む
こ
と
。

�
受
付
期
間
お
よ
び
受
付
時
間

ア
受
付
期
間

平
成
１
８
年
５
月
２
９
日
（
月
）
か
ら
同

年
６
月
１
２
日
（
月
）
ま
で
。
（
日
曜
日
お

よ
び
土
曜
日
を
除
く
。
）

イ
受
付
時
間

午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
５
時
１
５
分

ま
で
。

な
お
、
郵
送
に
よ
る
申
込
み
は
、
平
成
１

８
年
６
月
１
２
日
（
月
）
ま
で
の
消
印
の
あ

る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。

６
そ
の
他

�
受
験
手
続
そ
の
他
試
験
に
関
す
る
問
い
合
わ

せ
は
、
福
井
県
人
事
委
員
会
事
務
局
ま
た
は
福

井
県
警
察
本
部
警
務
課
に
行
う
こ
と
。

�
受
験
申
込
用
紙
の
請
求
、
受
験
に
関
す
る
問

い
合
わ
せ
等
を
郵
便
に
よ
り
行
う
場
合
に
は
、

１
４
０
円
切
手
を
貼
っ
た
あ
て
先
お
よ
び
郵
便

番
号
を
明
記
し
た
返
信
用
封
筒
（
角
形
２
号
）

を
必
ず
同
封
す
る
こ
と
。

�
試
験
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
別
に
作
成
す
る

試
験
案
内
を
参
照
す
る
こ
と
。

監
査
委
員
告
示

福
井
県
監
査
委
員
告
示
第
４
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６
７
号
）
第

２
５
２
条
の
３
８
第
６
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
１

６
年
度
包
括
外
部
監
査
の
結
果
に
基
づ
く
改
善
措
置

を
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
１
８
年
４
月
２
８
日

福
井
県
監
査
委
員
高
島
寛
正

同
安
居
喜
義

同
井
上
圭
充

同
朝
山
美
樹
雄
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改
善
措
置

注
記
事
項
の
未
記
入
お
よ
び
財
産
目
録
の
記
載
内
容
の
適
正
化
に
つ
い
て
は
、

平
成
１
６
年
度
決
算
か
ら
改
善
し
た
。

公
益
事
業
お
よ
び
収
益
事
業
の
会
計
区
分
の
未
実
施
に
つ
い
て
は
、
国
に
お
け

る
平
成
１
８
年
度
の
公
益
法
人
の
会
計
基
準
の
見
直
し
を
踏
ま
え
て
改
善
す
る
。

平
成
１
６
年
度
決
算
か
ら
備
考
欄
に
お
い
て
区
分
し
て
お
り
、
平
成
１
８
年
度

か
ら
は
科
目
の
区
分
経
理
を
す
る
。

平
成
１
７
年
度
か
ら
指
名
業
者
数
の
増
加
を
行
う
な
ど
改
善
し
た
。
今
後
も
業

者
組
み
替
え
な
ど
を
行
い
市
場
原
理
が
働
く
よ
う
に
す
る
。

平
成
１
７
年
度
か
ら
各
種
類
毎
に
分
割
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
預
金
口
座
で
管
理

を
行
う
こ
と
と
し
た
。

今
後
、
大
規
模
な
施
設
の
改
修
や
設
備
修
繕
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
費
用

負
担
区
分
に
つ
い
て
、
今
後
、
協
議
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

平
成
１
７
年
度
に
除
却
処
理
を
行
う
。

支
給
年
度
に
一
括
計
上
す
る
こ
と
は
、
財
団
の
財
政
規
模
か
ら
負
担
が
大
き
い

た
め
、
こ
れ
を
緩
和
す
る
目
的
で
毎
年
計
上
し
て
い
る
。
な
お
、
退
職
手
当
の
規

程
見
直
し
に
つ
い
て
今
後
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

平
成
１
８
年
度
か
ら
対
応
す
る
こ
と
を
検
討
し
て
い
る
。

指
摘
事
項
の
概
要

内
容

決
算
書
類
に
つ
い
て
、
注
記
事
項
の
未
記
入
、
公
益
事
業
お
よ
び
収
益
事
業
の

会
計
区
分
の
未
実
施
、
財
産
目
録
の
記
載
内
容
の
不
備
が
あ
り
、
適
正
に
処
理
す

る
こ
と
。

法
定
福
利
費
と
福
利
厚
生
費
が
「
職
員
厚
生
費
」
と
計
上
さ
れ
て
い
る
が
、
区

分
計
上
す
る
こ
と
。

主
な
業
務
委
託
先
に
つ
い
て
、
直
近
３
か
年
度
で
は
受
託
業
者
の
変
更
が
な
い

状
況
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
今
後
、
業
者
の
組
替
え
を
実
施
し
、
市
場
原
理

が
働
く
よ
う
に
す
る
こ
と
。

基
金
、
各
種
引
当
金
、
各
種
積
立
金
の
運
用
は
合
算
し
て
行
っ
て
い
る
た
め
、

そ
の
種
類
毎
に
分
割
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
預
金
口
座
で
管
理
を
行
う
こ
と
。

県
有
財
産
無
償
貸
与
契
約
に
お
い
て
、
施
設
維
持
管
理
（
修
繕
等
）
上
の
費
用

負
担
区
分
が
明
瞭
に
な
っ
て
い
な
い
た
め
、
今
後
の
費
用
負
担
の
詳
細
な
取
決
め

を
行
う
こ
と
。

撤
去
済
み
門
扉
３
か
所
を
帳
簿
上
除
去
処
理
を
行
う
こ
と
。

会
社
都
合
に
よ
る
期
末
要
支
給
額
を
計
上
し
て
い
る
が
、
自
己
都
合
に
よ
る
期

末
要
支
給
額
を
計
上
す
る
べ
き
で
あ
る
。

監
事
の
う
ち
１
人
（
税
理
士
）
は
、
監
査
業
務
と
税
務
業
務
を
兼
務
し
て
い
る

状
況
で
あ
る
た
め
、
監
事
と
関
与
税
理
士
に
は
別
人
を
選
任
す
る
こ
と
。

項
目

決
算
書
類
に
つ
い
て

職
員
厚
生
費
に
つ
い
て

業
務
委
託
先
に
つ
い
て

資
金
に
つ
い
て

固
定
資
産
に
つ
い
て

退
職
給
与
引
当
金
に
つ
い

て監
事
に
つ
い
て

改
善
措
置

財
産
目
録
の
記
載
内
容
の
適
正
化
に
つ
い
て
は
、
平
成
１
６
年
度
決
算
か
ら
改

善
し
た
。

公
益
事
業
お
よ
び
収
益
事
業
の
会
計
区
分
の
未
実
施
に
つ
い
て
は
、
国
に
お
け

る
平
成
１
８
年
度
の
公
益
法
人
の
会
計
基
準
の
見
直
し
を
踏
ま
え
て
改
善
す
る
。

平
成
１
８
年
度
か
ら
会
計
規
程
を
見
直
す
こ
と
と
す
る
。

平
成
１
６
年
度
か
ら
支
出
事
務
の
決
裁
過
程
に
お
い
て
複
数
の
職
員
が
確
認
す

る
と
と
も
に
、
決
算
に
お
い
て
も
再
度
確
認
を
行
っ
て
い
る
。

平
成
１
７
年
度
か
ら
指
名
業
者
数
の
増
加
を
行
う
な
ど
改
善
し
た
。
今
後
も
業

指
摘
事
項
の
概
要

内
容

決
算
書
類
に
つ
い
て
、
公
益
事
業
お
よ
び
収
益
事
業
の
会
計
区
分
の
未
実
施
、

財
産
目
録
の
記
載
内
容
の
不
備
が
あ
り
、
適
正
に
処
理
す
る
こ
と
。

勘
定
科
目
に
つ
い
て
、
主
要
な
科
目
を
会
計
規
程
に
例
示
す
る
こ
と
。

平
成
１
６
年
度
に
納
入
さ
れ
た
物
品
の
支
払
い
に
つ
い
て
、
平
成
１
５
年
度
の

経
費
と
し
て
処
理
し
て
い
る
が
、
今
後
、
物
品
の
納
入
の
あ
っ
た
年
度
の
経
費
と

し
て
処
理
す
る
こ
と
。

主
な
業
務
委
託
先
に
つ
い
て
、
直
近
３
か
年
度
で
は
１
業
務
を
除
き
受
託
業
者

項
目

決
算
書
類
に
つ
い
て

収
支
計
算
書
に
つ
い
て

業
務
委
託
先
に
つ
い
て

財
団
法
人
福
井
県
産
業
会
館

財
団
法
人
サ
ン
ド
ー
ム
福
井
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者
組
み
替
え
な
ど
を
行
い
市
場
原
理
が
働
く
よ
う
に
す
る
。

民
間
業
者
か
ら
の
見
積
額
に
比
較
し
て
、
著
し
く
低
額
で
あ
る
こ
と
か
ら
随
意

契
約
と
し
て
い
る
が
、今
後
と
も
市
場
の
価
格
動
向
に
注
意
し
な
が
ら
執
行
す
る
。

施
設
の
冷
暖
房
設
備
の
使
用
料
金
は
、
条
例
で
２
万
円
／
時
間
と
決
め
ら
れ
て

い
る
た
め
、
今
後
、
協
議
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

平
成
１
８
年
度
か
ら
予
算
計
上
区
分
等
を
見
直
す
こ
と
と
す
る
。

平
成
１
８
年
度
か
ら
予
算
計
上
区
分
等
を
見
直
す
こ
と
と
す
る
。

平
成
１
７
年
度
か
ら
各
種
類
毎
に
分
割
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
預
金
口
座
で
管
理

を
行
う
こ
と
と
し
た
。

施
設
管
理
等
積
立
金
預
金
に
つ
い
て
は
、
平
成
１
８
年
度
か
ら
見
直
す
こ
と
と

す
る
。

４
件
の
未
収
金
の
う
ち
３
件
に
つ
い
て
は
、
債
権
者
の
所
在
不
明
や
破
産
決
定

に
よ
り
回
収
が
不
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
平
成
１
６
年
度
に
お
い
て
貸
倒
処
理
を
行

っ
た
。
残
る
１
件
に
つ
い
て
も
平
成
１
７
年
度
に
お
い
て
貸
倒
引
当
金
の
予
算
計

上
を
行
っ
た
。

平
成
１
７
年
度
末
に
お
い
て
、
既
に
存
在
し
な
い
固
定
資
産
に
つ
い
て
は
備
品

台
帳
の
修
正
を
行
っ
た
。
備
品
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
固
定
資
産
や
備
品
台

帳
上
ど
の
項
目
か
特
定
で
き
な
い
固
定
資
産
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
備
品
台
帳
の

整
理
を
検
討
し
て
い
く
。

平
成
１
６
年
度
か
ら
支
出
事
務
の
決
裁
過
程
に
お
い
て
複
数
の
職
員
が
確
認
す

る
と
と
も
に
、
決
算
に
お
い
て
も
再
度
確
認
を
行
っ
て
い
る
。

平
成
１
６
年
度
決
算
時
か
ら
預
り
金
を
控
除
し
た
金
額
を
未
払
金
と
し
て
計
上

し
た
。

平
成
１
７
年
４
月
か
ら
来
館
者
が
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
の
資
料
閲
覧
や
休
憩
の
で

き
る
場
所
と
し
て
開
放
し
た
。

の
変
更
が
な
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
今
後
、
業
者
の
組
替
え
を
実
施

し
、
市
場
原
理
が
働
く
よ
う
に
す
る
こ
と
。

随
意
契
約
と
は
せ
ず
、
入
札
方
式
に
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

施
設
の
光
熱
水
費
は
、
受
益
者
負
担
の
考
え
を
原
則
と
す
る
こ
と
。

平
成
１
５
年
度
決
算
に
お
い
て
施
設
管
理
等
積
立
金
預
金
を
取
崩
し
支
払
っ
た

処
理
に
つ
い
て
、
管
理
費
と
し
て
処
理
し
て
い
る
が
、
今
後
は
事
業
費
と
し
て
処

理
す
る
こ
と
。

利
用
料
金
収
入
、
負
担
金
収
入
に
係
る
消
費
税
等
に
つ
い
て
は
、
管
理
費
で
は

な
く
事
業
費
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
。

「
デ
ザ
イ
ン
能
力
向
上
シ
ス
テ
ム
利
用
促
進
支
援
事
業
」
等
に
係
る
消
費
税
等

の
計
上
に
つ
い
て
、
課
税
売
上
高
の
比
率
等
で
按
分
し
て
計
上
す
る
等
適
切
な
方

法
で
処
理
す
る
こ
と
。

基
金
、
各
種
引
当
金
、
各
種
積
立
金
の
運
用
は
合
算
し
て
行
っ
て
い
る
た
め
、

そ
の
種
類
毎
に
分
割
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
預
金
口
座
で
管
理
を
行
う
こ
と
。

施
設
管
理
等
積
立
金
預
金
に
つ
い
て
、
使
用
目
的
、
繰
越
・
取
崩
手
続
き
を
明

確
に
す
る
こ
と
。
ま
た
、
使
用
目
的
に
合
っ
た
名
称
と
す
る
こ
と
。

未
収
金
に
つ
い
て
、
２
年
間
以
上
回
収
さ
れ
な
い
回
収
不
能
額
の
貸
倒
処
理
（

引
当
）
を
す
る
こ
と
。

備
品
台
帳
に
つ
い
て
、
既
に
存
在
し
な
い
固
定
資
産
や
、
備
品
台
帳
に
記
載
さ

れ
て
い
な
い
固
定
資
産
、
備
品
台
帳
上
ど
の
項
目
か
特
定
で
き
な
い
固
定
資
産
が

あ
る
た
め
、
修
正
す
る
こ
と
。

平
成
１
６
年
度
に
支
払
っ
た
印
刷
製
本
費
に
つ
い
て
、
平
成
１
５
年
度
の
経
費

と
し
て
処
理
し
て
い
る
が
、
平
成
１
６
年
度
の
経
費
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
。

「
デ
ザ
イ
ン
能
力
向
上
シ
ス
テ
ム
利
用
促
進
支
援
事
業
」
に
係
る
賃
金
に
つ
い

て
は
、
預
り
金
を
控
除
し
た
金
額
を
未
払
金
と
し
て
計
上
す
る
こ
と
。

サ
ン
ド
ー
ム
福
井
管
理
棟
入
口
の
閉
鎖
さ
れ
た
売
店
跡
利
用
を
早
急
に
検
討
す

る
こ
と
。

植
栽
管
理
業
務
に
つ
い
て

光
熱
水
費
に
つ
い
て

施
設
管
理
等
積
立
金
預
金

に
つ
い
て

消
費
税
等
に
つ
い
て

預
金
に
つ
い
て

未
収
金
に
つ
い
て

固
定
資
産
に
つ
い
て

未
払
金
に
つ
い
て

管
理
会
議
棟
売
店
跡
に
つ

い
て

改
善
措
置

指
摘
事
項
の
概
要

内
容

項
目

財
団
法
人
福
井
県
中
小
企
業
産
業
大
学
校
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講
座
の
評
価
方
法
に
つ
い
て
は
、
利
用
企
業
へ
の
訪
問
調
査
を
充
実
す
る
な
ど

工
夫
す
る
。

注
記
事
項
の
未
記
入
、
財
産
目
録
の
記
載
内
容
の
適
正
化
に
つ
い
て
は
、
平
成

１
６
年
度
決
算
書
に
お
い
て
改
善
し
た
。

ま
た
、
平
成
１
８
年
度
か
ら
の
指
定
管
理
者
制
度
導
入
に
合
わ
せ
、
中
小
企
業

産
業
大
学
校
の
管
理
運
営
に
係
る
特
別
会
計
を
設
置
し
、
人
件
費
を
事
業
会
計
間

で
適
切
に
配
賦
す
る
。

現
在
、
資
金
運
用
し
て
い
る
定
期
預
金
等
の
満
期
日
後
に
各
種
類
毎
の
預
金
口

座
に
よ
る
管
理
を
行
う
。

平
成
１
５
年
度
に
会
計
処
理
の
誤
り
が
あ
り
、
平
成
１
６
年
度
に
是
正
し
た
。

平
成
１
６
年
度
に
お
い
て
実
施
し
た
。

対
象
と
な
る
３
点
の
寄
贈
絵
画
の
鑑
定
に
つ
い
て
は
、
鑑
定
に
要
す
る
経
費
を

見
極
め
て
、
対
応
を
検
討
す
る
。

当
施
設
に
つ
い
て
は
県
の
施
設
で
あ
る
た
め
、
軽
微
な
修
繕
以
外
は
県
の
負
担

で
修
繕
を
行
う
。

今
後
と
も
、
予
定
価
格
の
見
直
し
や
、
指
名
業
者
の
組
替
え
を
よ
り
積
極
的
に

行
い
、
市
場
原
理
が
働
く
よ
う
工
夫
す
る
。

平
成
１
７
年
度
か
ら
旅
費
等
の
支
給
要
件
を
改
め
た
。

本
来
の
科
目
で
の
執
行
に
努
め
る
。
部
門
間
に
ま
た
が
る
経
費
の
按
分
に
つ
い

て
は
、
特
別
会
計
な
ど
の
事
業
区
分
を
行
い
、
是
正
す
る
。

基
本
財
産
お
よ
び
運
用
財
産
に
つ
い
て
は
満
期
ま
で
の
保
有
を
前
提
に
し
て
お

り
、
公
益
法
人
会
計
基
準
の
改
正
内
容
を
踏
ま
え
て
対
応
す
る
。

財
団
統
合
を
期
に
資
金
運
用
規
程
を
統
一
し
て
お
り
、
２
つ
の
格
付
け
機
関
の

評
価
、
Ａ
Ａ
格
以
上
の
も
の
を
対
象
と
し
た
。

受
講
者
に
よ
る
講
座
の
評
価
方
法
に
つ
い
て
、
ア
ン
ケ
ー
ト
を
記
名
方
式
か
ら

無
記
名
方
式
に
す
る
な
ど
工
夫
す
る
こ
と
。

決
算
書
類
に
つ
い
て
、
注
記
事
項
の
未
記
入
、
公
益
事
業
お
よ
び
収
益
事
業
の

会
計
区
分
の
未
実
施
、
財
産
目
録
の
記
載
内
容
の
不
備
が
あ
り
、
適
正
に
処
理
す

る
こ
と
。

ま
た
、
人
件
費
を
事
業
会
計
間
で
適
切
に
配
賦
し
、
収
支
計
算
書
の
明
瞭
性
を

高
め
る
こ
と
。

基
金
、
各
種
引
当
金
、
各
種
積
立
金
の
管
理
を
合
算
し
て
行
っ
て
い
る
た
め
、

そ
の
種
類
毎
に
分
割
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
預
金
口
座
で
管
理
を
行
う
こ
と
。

退
職
金
を
退
職
給
与
引
当
預
金
か
ら
取
り
崩
さ
ず
、
他
費
目
か
ら
支
出
し
た
た

め
、
退
職
給
与
引
当
金
の
残
高
と
退
職
給
与
引
当
預
金
の
残
高
が
一
致
し
て
い
な

い
。
残
高
が
一
致
す
る
よ
う
改
善
す
る
こ
と
。

固
定
資
産
管
理
に
つ
い
て
、
備
品
台
帳
の
固
定
資
産
管
理
ナ
ン
バ
ー
を
記
載
し

た
シ
ー
ル
を
現
物
に
貼
付
し
、
管
理
の
有
効
性
を
高
め
る
こ
と
。

資
産
計
上
さ
れ
て
い
る
寄
贈
絵
画
２
点
の
う
ち
１
点
は
美
術
年
鑑
に
不
記
載
の

た
め
評
価
額
を
算
定
で
き
な
い
。
美
術
の
専
門
家
に
鑑
定
を
依
頼
し
て
資
産
計
上

額
の
妥
当
性
を
再
検
討
す
る
こ
と
。

ま
た
、
管
理
上
簿
外
資
産
と
な
っ
て
い
る
寄
贈
絵
画
２
点
の
取
扱
い
を
速
や
か

に
是
正
す
る
こ
と
。

県
と
財
団
の
間
に
お
い
て
、
大
規
模
修
繕
の
定
義
お
よ
び
費
用
負
担
の
基
準
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

警
備
、
清
掃
等
の
庁
舎
管
理
業
務
の
委
託
先
に
つ
い
て
、
直
近
３
か
年
度
で
は

受
託
業
者
の
変
更
が
な
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
今
後
、
業
者
の
組
替

え
を
実
施
す
る
な
ど
、
市
場
原
理
が
働
く
よ
う
に
す
る
こ
と
。

宿
泊
を
要
す
る
講
師
に
対
し
、
打
合
せ
時
に
夕
食
を
も
て
な
し
た
例
が
見
ら
れ

た
が
、
旅
費
の
日
当
計
算
に
夕
食
相
当
の
手
当
が
含
ま
れ
て
お
り
、
実
質
的
に
二

重
払
い
で
あ
る
。

勘
定
科
目
に
つ
い
て
、
金
額
に
重
要
性
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
該
当
す
る
科
目

が
な
い
ケ
ー
ス
が
あ
る
。

部
門
間
に
ま
た
が
る
支
出
に
つ
い
て
は
按
分
の
問
題
が
生
ず
る
が
、
按
分
の
基

準
が
明
確
で
な
い
も
の
が
あ
る
。

売
却
を
予
定
せ
ず
満
期
ま
で
保
有
し
て
そ
の
間
安
定
的
な
利
息
収
入
を
目
的
と

し
て
い
る
な
ら
ば
、
会
計
理
論
上
「
償
却
原
価
法
」
に
よ
る
評
価
が
妥
当
で
あ
る
。

１
つ
の
格
付
け
機
関
の
評
価
、
Ｂ
Ｂ
Ｂ
格
で
は
安
全
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と

は
言
い
難
い
。

受
講
生
に
よ
る
講
座
の
評

価
に
つ
い
て

計
算
書
類
に
つ
い
て

計
算
書
類
に
つ
い
て

計
算
書
類
に
つ
い
て

固
定
資
産
に
つ
い
て

固
定
資
産
に
つ
い
て

施
設
修
繕
の
負
担
に
つ
い

て委
託
料
に
つ
い
て

講
師
に
対
す
る
接
遇
費
に

つ
い
て

収
支
計
算
書
の
適
正
性
調

査
に
つ
い
て

有
価
証
券
に
つ
い
て

有
価
証
券
に
つ
い
て
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改
善
措
置

財
団
財
務
規
程
、
公
益
法
人
会
計
基
準
に
従
い
、
省
略
し
て
い
た
仕
訳
帳
処
理

を
す
る
よ
う
に
改
め
、
複
式
簿
記
に
よ
る
会
計
処
理
へ
の
完
全
移
行
を
図
る
。

今
後
予
備
費
を
使
用
す
る
場
合
に
は
、
当
該
支
出
に
係
る
内
容
や
予
備
費
か
ら

の
振
替
金
額
を
記
載
し
、
支
出
内
容
の
明
確
化
を
図
る
。

今
後
取
得
す
る
資
産
に
か
か
る
貸
借
対
照
表
の
価
額
は
、
取
得
価
額
と
す
る
。

公
益
法
人
会
計
基
準
に
基
づ
き
、
財
産
目
録
へ
の
財
産
の
名
称
・
数
量
・
価
格

を
記
載
す
る
。

公
益
法
人
会
計
基
準
に
基
づ
き
、
貸
借
対
照
表
へ
の
注
記
事
項
で
あ
る
重
要
な

会
計
方
針
、
重
要
な
会
計
方
針
の
変
更
、
基
本
財
産
の
増
額
お
よ
び
そ
の
残
高
、

次
期
繰
越
収
支
差
額
の
内
容
を
記
載
す
る
。

該
当
項
目
が
な
い
場
合
に
も
該
当
が
な
い
旨
を
記
載
す
る
。

報
告
書
提
出
を
求
め
る
に
当
た
り
、
報
告
書
内
容
に
つ
い
て
丁
寧
か
つ
明
瞭
に

記
載
す
る
よ
う
に
助
成
者
に
対
し
指
導
を
行
う
。

不
備
の
な
い
領
収
書
に
是
正
し
た
。

ま
た
、
支
出
の
相
手
先
が
事
業
者
で
な
い
場
合
は
、
選
定
理
由
や
金
額
の
妥
当

性
を
説
明
す
る
た
め
の
資
料
を
別
途
作
成
す
る
こ
と
を
指
導
す
る
。

今
後
、
事
前
の
説
明
、
指
導
に
よ
り
、
取
扱
い
の
一
本
化
を
図
る
。

金
融
機
関
に
対
す
る
預
か
り
手
続
き
に
は
、
金
融
機
関
か
ら
正
式
な
保
護
預
か

り
証
を
受
領
し
、
管
理
す
る
こ
と
と
す
る
。

今
後
も
必
要
に
応
じ
て
金
融
機
関
等
か
ら
の
時
価
情
報
を
入
手
し
、
事
業
報
告

で
の
開
示
を
行
っ
て
資
金
運
用
の
更
な
る
適
正
化
を
図
る
こ
と
と
す
る
。

指
摘
事
項
の
概
要

内
容

会
計
処
理
が
、
財
務
規
程
で
複
式
簿
記
の
原
則
に
従
っ
て
整
然
か
つ
明
瞭
に
記

録
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
現
状
は
単
式
簿
記
で
処
理
し
て
い
る
。

ま
た
、
１
３
、
１
４
年
度
に
予
備
費
科
目
よ
り
直
接
に
支
出
し
て
い
る
決
算
書

は
、
支
出
内
容
が
不
明
で
あ
り
決
算
書
の
明
瞭
性
を
欠
い
て
お
り
、
公
益
法
人
会

計
に
違
反
す
る
。

貸
借
対
照
表
の
流
動
資
産
の
部
の
預
金
勘
定
の
内
に
は
、
基
本
財
産
投
資
有
価

証
券
中
、
オ
ー
バ
ー
パ
ー
で
購
入
し
た
債
券
に
つ
い
て
の
額
面
を
超
え
る
取
得
価

額
分
を
表
示
し
て
い
る
。
公
益
法
人
会
計
の
簡
便
処
理
方
法
と
し
て
容
認
す
る
解

説
書
も
あ
る
が
、
勘
定
科
目
の
明
瞭
性
を
欠
く
も
の
で
あ
る
。

財
産
目
録
の
内
容
が
公
益
法
人
会
計
基
準
で
定
め
て
い
る
内
容
を
網
羅
し
て
い

な
い
。

公
益
法
人
会
計
基
準
で
定
め
ら
れ
て
い
る
計
算
書
類
に
つ
い
て
の
注
記
事
項
の

記
載
が
な
い
。

注
記
事
項
は
該
当
が
な
い
場
合
に
も
項
目
だ
け
は
記
載
を
要
し
、
該
当
が
な
い

旨
の
記
載
が
必
要
で
あ
る
。

助
成
者
か
ら
の
実
績
報
告
書
が
丁
寧
に
記
載
さ
れ
た
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の

と
が
混
在
し
て
い
た
。

１
５
年
度
に
事
業
者
で
な
い
相
手
先
に
研
究
者
が
会
議
室
借
上
代
を
支
出
し
た

事
案
が
あ
る
が
、
添
付
資
料
が
領
収
書
の
み
で
は
不
足
で
あ
る
。

相
手
先
の
住
所
、
氏
名
、
押
印
が
あ
る
不
備
の
な
い
領
収
書
の
ほ
か
、
支
出
の

相
手
先
が
事
業
者
で
な
い
場
合
は
そ
の
相
手
先
を
選
定
し
た
理
由
と
金
額
の
妥
当

性
を
説
明
す
る
た
め
の
資
料
を
別
途
作
成
す
べ
き
で
あ
る
。

報
告
書
に
は
県
旅
費
規
程
に
よ
る
日
当
、
宿
泊
料
を
計
上
し
て
い
る
場
合
と
、

旅
費
実
費
の
み
を
計
上
し
て
い
る
場
合
と
が
あ
り
、
旅
費
の
取
扱
い
の
一
本
化
が

望
ま
れ
る
。

金
融
機
関
か
ら
入
手
し
て
い
る
預
か
り
の
証
明
書
に
受
領
書
１
件
と
預
り
証
１

件
が
あ
る
が
、
受
領
書
は
保
証
を
証
す
る
も
の
で
は
な
い
。
今
後
、
金
融
機
関
へ

預
け
る
場
合
は
正
式
に
保
護
預
か
り
の
手
続
き
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。

保
有
証
券
の
時
価
が
分
か
っ
て
い
る
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
が
存
在
し
て
い

る
。
時
価
情
報
は
経
営
判
断
に
影
響
を
与
え
る
た
め
、
す
べ
て
に
つ
い
て
金
融
機

関
か
ら
情
報
を
入
手
し
、
事
業
報
告
上
注
記
事
項
と
し
て
開
示
す
べ
き
で
あ
る
。

項
目

〔
計
算
書
類
〕

会
計
処
理
に
関
す
る
事
項

に
つ
い
て

〔
計
算
書
類
〕

表
示
に
関
す
る
事
項
に
つ

い
て

〔
計
算
書
類
〕

計
算
書
類
の
開
示
に
関
す

る
事
項
に
つ
い
て

〔
計
算
書
類
〕

計
算
書
の
注
記
に
関
す
る

事
項
の
記
載
に
つ
い
て

〔
助
成
事
業
実
績
報
告
書
〕

実
績
報
告
書
の
記
載
に
つ

い
て

〔
助
成
事
業
実
績
報
告
書
〕

支
出
の
相
手
が
事
業
者
で

な
い
場
合
に
つ
い
て

〔
助
成
事
業
実
績
報
告
書
〕

旅
費
に
含
ま
れ
る
日
当
、

宿
泊
料
に
つ
い
て

〔
正
味
財
産
の
実
在
性
〕

定
期
預
金
証
書
の
保
管
に

つ
い
て

〔
正
味
財
産
の
実
在
性
〕

時
価
情
報
の
入
手
に
つ
い

て 財
団
法
人
福
井
県
大
学
等
学
術
振
興
基
金
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今
後
も
財
団
の
全
体
的
な
投
資
状
況
を
勘
案
し
つ
つ
、
平
成
１
６
年
３
月
３
１

日
現
在
で
１
８
銘
柄
あ
る
国
債
、
地
方
債
に
つ
い
て
、
満
期
日
が
集
中
す
る
度
合

い
を
減
ら
す
な
ど
リ
ス
ク
の
分
散
を
図
る
と
と
も
に
、
よ
り
多
く
の
果
実
を
生
み

出
す
よ
う
安
全
で
効
率
的
な
資
金
運
用
に
努
め
る
。

近
年
の
低
金
利
水
準
に
あ
っ
て
は
預
金
運
用
で
は
充
分
な
運
用
収
入
確
保
が
困

難
で
、
よ
り
資
金
効
率
の
良
い
有
価
証
券
運
用
へ
シ
フ
ト
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況

に
あ
る
が
、
長
期
金
利
上
昇
へ
の
対
応
が
十
分
と
い
え
な
い
状
況
で
あ
る
。

今
後
、
リ
ス
ク
分
散
を
念
頭
に
お
い
て
資
金
運
用
益
の
極
大
化
を
図
る
必
要
が

あ
る
。

（
財
）
福
井
県
大
学
等
学

術
振
興
基
金
の
今
後
に
つ

い
て

改
善
措
置

今
後
と
も
公
益
法
人
と
し
て
の
組
織
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
し
、
透
明
性
の

確
保
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。

意
見
事
項
の
概
要

内
容

評
議
員
会
設
置
に
替
え
、
寄
附
行
為
の
規
定
で
第
三
者
機
関
で
あ
る
県
教
育
委

員
会
の
チ
ェ
ッ
ク
に
よ
り
理
事
選
任
の
公
正
さ
が
確
保
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

評
議
員
会
は
理
事
選
任
の
み
の
組
織
で
は
な
い
の
で
、
設
置
が
な
い
の
は
財
団
運

営
に
及
ぼ
す
不
透
明
性
を
払
拭
で
き
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

公
益
法
人
の
代
表
者
が
商
法
で
規
定
す
る
役
員
と
同
じ
程
度
の
利
益
相
反
取
引

規
制
の
対
象
で
あ
る
か
ど
う
か
明
文
化
さ
れ
て
い
な
い
の
で
全
く
同
一
視
は
出
来

な
い
が
、
代
表
理
事
の
職
務
権
限
を
明
確
に
す
る
上
で
、
寄
附
行
為
に
利
益
相
反

行
為
に
対
す
る
規
定
が
な
い
。

項
目

〔
組
織
の
問
題
点
〕

評
議
員
会
に
つ
い
て

〔
組
織
の
問
題
点
〕

理
事
長
の
利
益
相
反
取
引

に
対
す
る
規
定
に
つ
い
て

改
善
措
置

財
務
文
書
類
の
保
存
年
限
に
つ
い
て
は
、
公
益
法
人
会
計
基
準
で
最
低
１
０
年

間
は
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
従
来
か
ら
公
益
法
人
担

当
者
研
修
会
を
通
じ
て
周
知
し
て
き
た
が
、
今
回
の
指
摘
事
項
を
踏
ま
え
、
各
公

益
法
人
所
管
課
を
通
じ
て
法
人
に
改
め
て
通
知
を
行
い
、周
知
の
徹
底
を
図
っ
た
。

指
摘
事
項
の
概
要

内
容

同
じ
公
益
法
人
の
間
で
財
務
文
書
類
の
保
存
年
限
に
差
が
あ
る
の
は
バ
ラ
ン
ス

を
欠
い
て
お
り
、
整
合
性
を
保
つ
必
要
が
あ
る
。

項
目

財
務
文
書
類
の
保
存
年
限

に
つ
い
て

４
団
体
共
通
事
項

平
成
十
八
年
四
月
二
十
八
日
印

刷

発
行
人

〒
九
一
〇
―
八
五
八
〇

福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
一
七
番
一
号

福

井

県

平
成
十
八
年
四
月
二
十
八
日
発

行

印
刷
人

〒
九
一
九
―
〇
四
八
二

福
井
県
坂
井
市
春
江
町
中
庄
六
一
―
三
二

㈱
エ
ク
シ
ー
ト

�
�
五
六
七
八
番
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